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年金だより　

国民年金保険料の
追納をお勧めします！

住 民 税 務 課 電話 0994-22-3039
住 民 生 活 課 電話 0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話 0994-42-5121

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

若
年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特

例
の
承
認
さ
れ
た
期
間
が
あ
る
場

合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と

比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か

ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
け
取

り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
は
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基

礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
古
い
月

分
か
ら
納
め
る
（
追
納
）
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受

け
ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
３
年
度
目
以
降
の
追
納
の

場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定

の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

・�

一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、

残
り
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
が

納
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
追
納

は
で
き
ま
せ
ん
。

・�

「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納

付
特
例
期
間
」
が
「
法
定
免
除
・

申
請
免
除
期
間
」よ
り
古
い（
先

に
経
過
し
た
）
月
分
で
あ
る
場

合
は
、「
若
年
者
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
期
間
」
が
優
先

し
ま
す
。

・�

「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が
「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
期
間
」
よ
り
先
に
経

過
し
た
月
分
で
あ
る
場
合
は
、

ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か

本
人
が
選
択
で
き
ま
す
。

・�

「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納

付
特
例
期
間
」
の
中
で
は
、
先

に
経
過
し
た
月
分
か
ら
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

・�

「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

の
中
で
は
、
先
に
経
過
し
た
月

分
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

※�

追
納
の
お
申
込
み
・
ご
相
談
は

年
金
事
務
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。
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こ
れ
は
、
自
動
車
事
故
が
原
因

で
死
亡
し
た
方
ま
た
は
重
度
の
後

遺
障
害
が
残
っ
た
方
の
お
子
様

で
、
０
歳
か
ら
中
学
生
の
子
供
を

対
象
に
育
成
資
金
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
る
制
度
で
す
。

　

一
時
金
15
万
5
千
円
、
月
額

2
万
円
、
入
学
志
度
金
（
小
、
中

学
校
入
学
時
）
４
万
４
千
円
と

な
っ
て
い
て
、
返
済
期
間
も
長
く

（
20
年
以
内
）
安
心
し
て
借
り
ら

れ
る
制
度
で
す
。

※�

交
通
事
故
で
お
悩
み
の
方
を
対

象
に
、
弁
護
士
に
よ
る
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
前
に
鹿
児
島
県

交
通
事
故
相
談
所
鹿
屋
支
所
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【 

弁
護
士
相
談
日
】
平
成
26
年
11

月
26
日
（
水
）

【
相
談
時
間
】
午
後
１
時
～
午
後

３
時
ま
で

【
相
談
場
所
】
鹿
児
島
県
交
通
事

故
相
談
所
鹿
屋
支
所

　

鹿
屋
市
打
馬
２
丁
目
16

－

６

　

大
隅
地
域
振
興
局
内
（
１
Ｆ
）

　
℡�

０
９
９
４
‐
52
‐
２
０
８
９

【 

相
談
料
】
無
料

【 

申
込
期
限
】
平
成
26
年
11
月
19

日
（
水
）
ま
で

※�

な
お
、
交
通
事
故
相
談
員
に
よ

る
相
談
は
、
常
時
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【 

連
絡
先
】

　

大
隅
地
域
振
興
局
総
務

　

企
画
部
総
務
企
画
課

　
℡�

０
９
９
４
‐
52
‐
２
０
８
７

●
介
護
料
の
支
給
制
度

① 

支
給
対
象　

　

頭
部
、
脊
髄
ま
た
は
胸
腹
部
臓

器
の
損
傷
を
受
け
、
移
動
・
食
事
・

排
泄
な
ど
日
常
生
活
動
作
に
つ
い

て
、
常
時
の
介
護
ま
た
は
随
時
の

介
護
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
方
。

② 

支
払
方
法

　

月
額
制

③ 

支
給
期
間

　

支
所
に
よ
る
受
付
の
行
わ
れ
た

日
の
属
す
る
月
か
ら
、
受
給
資
格

喪
失
事
由
の
発
生
し
た
日
の
属
す

る
月
ま
で
。

④ 

連
絡
先

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構
交
通
事

故
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
℡�

０
５
７
０
‐
０
０
０
７
３
８

●
育
成
資
金
の
無
利
子
貸
付
け

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
、
交
通
遺
児
等
へ
の

育
成
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。

お
知
ら
せ

交
通
事
故
に
係
る

弁
護
士
相
談
実
施
に
つ
い
て

N
A
S
V
A
被
害
者
援
護
制
度


